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【資料１】

説明事項①

国家公務員宿舎の削減計画結果等



○「国家公務員宿舎の削減計画」等のポイント

・ 宿舎戸数約21.8万戸から、平成28年度末までを目途に必要戸数の約16.3万戸まで、約5.6万戸（▲25.5％）を削減。

・ 全国10,684住宅のうち、5,046住宅を廃止。

・ 廃止する宿舎については、その跡地をできる限り速やかに売却すること等により国の財政に貢献（概算約1,700億円）。

・ 宿舎削減の実施状況（全国の宿舎戸数、宿舎の廃止、跡地の売却、復興費用等の財源に充てられる額等）について毎年公表。

○ 宿舎削減等の実施状況（平成29年3月現在）

１．全国の宿舎戸数：約16.3万戸 （約21.8万戸から約5.6万戸削減（▲25.5％）） ⇒ 達成。

２．宿舎の総廃止数：5,244住宅 ⇒ 達成。

３．跡地の売却総額：約2,939億円〔うち復興財源充当額：約2,390億円〕 ⇒ 達成。

○ 北陸管内における宿舎削減等の実施状況（平成29年3月現在）

１．北陸管内の宿舎戸数：約2,900戸 （約3,700戸から約800戸削減（▲22.0％））

２．宿舎の総廃止数：152住宅

３．跡地の売却総額：約32億円〔うち復興財源充当額：約21億円〕

『国家公務員宿舎の削減計画』結果等

【財政制度等審議会国有財産分科会－資料（抜粋）】



北陸地域における主な宿舎跡地売却事例

前回報告以降

年度 所在 土地数量 売却金額 用途

Ｈ27

富山市石金
（国土交通省 旧長江合宿所）

約1,200㎡ 約0.6億円 集合住宅敷地

福井市文京
（農林水産省 旧文京宿舎）

約1,000㎡ 約0.9億円 集合住宅敷地

福井市乾徳
（最高裁判所 旧乾徳町宿舎）

約1,700㎡ 約0.7億円 集合住宅敷地

Ｈ28

金沢市平和町
（合同宿舎 旧平和宿舎Ｂ）

約5,600㎡ 約1.8億円 分譲用地

金沢市平和町
（財務省 旧第二平和寮）

約1,100㎡ 約0.6億円 高齢者住宅敷地

金沢市下本多町
（内閣府 旧下本多町宿舎）

約 600㎡ 約0.8億円 公共用駐車場敷地

金沢市新保本
（農林水産省 旧新保本宿舎）

約2,800㎡ 約2.0億円 分譲用地

富山市磯部町
（最高裁判所 旧磯部町東宿舎）

約2,400㎡ 約1.8億円 事業用地

富山市奥田新町
（合同宿舎 旧奥田宿舎）

約 800㎡ 約0.6億円 分譲用地



【資料２】

説明事項②
（国有財産の有効活用等の状況）

㋑ 国有財産実地監査の状況



国有財産実地監査の状況－１

【実施状況】

➢ 財産の特性や偏在（地域の実情）等に応じた監査計画を策定の上、実施

（ 26年度：26件、27年度：28件、28年度：23件 ）

➢ 指摘事案について、毎年度、是正等の報告を受け、進捗状況を確認した上、必要な調整を行う

などのフォローアップを実施

【着眼点】
➢ 庁舎・宿舎等の公用財産、道路・河川等の公共用財産などに重点を置き、

特に、現地において、

① 有効に活用されているか

② 管理及び使用が法令に基づいて適正かつ統一的に行われているか

③ 経済合理的な管理・使用がなされているか などの実態を確認

【必要性】

➢ 時々の行政需要等に応じた国有財産の有効活用の促進及び適正な管理を図るため、定期的に、実地

により、国有財産の管理状況や使用状況を確認し、不適切又は非効率な管理・使用がないかを調査

➢ 監査結果については、各省各庁に対し改善を求め、未利用地の創出や民間ビル等の借受解消などを

図り、財政に貢献

（注）平成23年度以降、実態確認に重点を置いた監査を実施



国有財産実地監査の状況－２－①

【指摘一覧①（庁舎等の公用財産）】 【平成29年9月末現在】

数量(㎡)

1 富山河川国道事務所庁舎 （富山県富山市） 北陸地方整備局 － － － －

2 北陸技術事務所富山出張所 （富山県富山市） 北陸地方整備局 ○ － － － －

3 黒部川出張所 （富山県黒部市） 北陸地方整備局 － － － －

4 福井国家石油備蓄基地研修所 （福井県坂井市） 資源エネルギー庁 ○ 土地 3,018.94 28百万円 －

24 1 津幡出張所［法務局書庫］ （石川県津幡町） 金沢地方法務局 ○ 土地 1,577.66 33百万円 －

1 小松森林事務所 （石川県小松市） 近畿中国森林管理局 土地 334.57 未定 －

2 富山森林管理署 （富山県富山市） 中部森林管理局 ○ － － － 480千円

自衛隊魚津地域事務所 （富山県魚津市） 近畿中部防衛局 － － － 1,842千円

魚津合同庁舎 （富山県魚津市） 金沢国税局 － － － －

1 金沢公共職業安定所 （石川県金沢市） 石川労働局 ○ － － － 924千円

2 大聖寺森林事務所 （石川県加賀市） 近畿中国森林管理局 ○ 土地 377.40 未定 －

3 高岡公共職業安定所 （富山県高岡市） 富山労働局 借受解消（駐車場のうち、利用率の低い部分） ○ － － － 1,347千円

4 魚津支部･魚津区検察庁 （富山県魚津市） 富山地方検察庁 用途廃止（低利用の来客用駐車場の一部） ○ 土地 224.04 未定 －

5 松原森林事務所 （福井県敦賀市） 近畿中国森林管理局 用途廃止（敦賀地方合同庁舎（余剰ｽﾍﾟｰｽあり）へ移転） 土地 355.27 未定 －

自衛隊敦賀地域事務所 （福井県敦賀市） 近畿中部防衛局 借受解消（敦賀駅前合同庁舎へ移転） － － － （1,636千円）

敦賀駅前合同庁舎 （福井県敦賀市） 金沢国税局 余剰ｽﾍﾟｰｽへの単独庁舎（自衛隊地方協力本部）の入居 － － － －

自衛隊大野地域事務所 （福井県大野市） 近畿中部防衛局 借受解消（大野公共職業安定所庁舎へ移転） － － － （1,356千円）

大野公共職業安定所庁舎 （福井県大野市） 福井労働局 余剰ｽﾍﾟｰｽへの単独庁舎（自衛隊地方協力本部）の入居 － － － －

8 勝山森林事務所（宿舎） （福井県勝山市） 近畿中国森林管理局 用途廃止（庁舎無人化） ○ 土地 256.30 未定 －

［注］　　　　 は「売却収入」が生じるもの、　　　 は「賃料解消」が生じるもの。なお、賃料解消の括弧書きは現在賃料。

用途廃止対象 売却
収入

用途廃止（小松法務合同庁舎（余剰ｽﾍﾟｰｽあり）へ移転）

25

用途廃止（小松日の出合同庁舎（余剰ｽﾍﾟｰｽあり）へ移転）

借受解消（職員用駐車場）

3
借受解消（魚津合同庁舎へ移転）

○
余剰ｽﾍﾟｰｽへの単独庁舎（自衛隊地方協力本部）の入居

26

借受解消（利用率の低い第３駐車場）

賃料解消
（年額）

23

余剰スペースの有効活用について検討

特別会計の建物（一般会計の土地上に存置）の使用関係（有償を含む）の整理

近隣庁舎（黒部河川事務所等：非効率使用）への移転等検討

用途廃止（低稼働な研修所）

年度 № 口座名（所在地） 部局名 指摘内容等
是正等

完了

用途廃止（無人化）

6

7



国有財産実地監査の状況－２－②

【指摘一覧①（庁舎等の公用財産）】 【平成29年9月末現在】

数量(㎡)

金沢国税局［外部書庫］ （石川県金沢市） 金沢国税局 － － － （2,489千円）

金沢新神田合同庁舎 （石川県金沢市） 北陸財務局 － － － －

2 西北陸土地改良調査管理事務所 （石川県小松市） 北陸農政局 借受解消（駐車場のうち、利用率の低い部分） ○ － － － 370千円

3 富山地域センター[外部書庫等] （富山県富山市） 北陸農政局 借受解消（富山合同庁舎（余剰ｽﾍﾟｰｽあり）へ移転） ○ － － － 3,499千円

4 敦賀港湾事務所 （福井県敦賀市） 北陸地方整備局 借受解消（敦賀地方合同庁舎（余剰ｽﾍﾟｰｽあり）へ移転） － － － （2,691千円）

5 富山労働総合庁舎ほか借受５庁舎 （富山県富山市） 富山労働局 借受解消（非効率な借受庁舎) － － － （8,602千円）

6 富山公共職業安定所 （富山県富山市） 富山労働局 借受解消（駐車場のうち、利用率の低い部分） ○ － － － 1,166千円

金沢港七尾工場 （石川県七尾市） 北陸地方整備局 借受解消（七尾港湾合同庁舎へ移転） － － － （1,043千円）

七尾港湾合同庁舎 （石川県七尾市） 大阪税関 － － － －

真名川砂防出張所 （福井県大野市） 近畿地方整備局 － － － （423千円）

九頭竜川ダム統合管理事務所 （福井県大野市） 近畿地方整備局 － － － －

港町倉庫 （福井県敦賀市）
第八管区

海上保安本部
土地 221.06 未定 －

敦賀港湾合同庁舎 （福井県敦賀市） 大阪税関 － － － －

敦賀海上保安部港町船艇用品庫 （福井県敦賀市）
第八管区

海上保安本部
－ － － －

1 三国公共職業安定所 （福井県坂井市） 福井労働局 借受解消（利用率の低い駐車場） ○ － － － 1,360千円

2 富山少年鑑別所 （富山県富山市） 富山少年鑑別所 － － － －

3 金沢港湾・空港整備事務所 （石川県金沢市） 北陸地方整備局 ○ － － － 506千円

小浜税務署 （福井県小浜市） 金沢国税局 土地 1,337.19 未定 －

小浜地方合同庁舎 （福井県小浜市） 福井地方法務局 － － － －

5
西北陸土地改良調査管理事務所
射水平野分室

（富山県射水市） 北陸農政局 ○ － － － 180千円

［注］　　　　 は「売却収入」が生じるもの、　　　 は「賃料解消」が生じるもの。なお、賃料解消の括弧書きは現在賃料。

用途廃止対象 売却
収入

用途廃止(敦賀港湾合同庁舎等へ移転)

余剰ｽﾍﾟｰｽへの単独庁舎（港町倉庫の一部）の入居

賃料解消
（年額）

年度 № 口座名（所在地） 部局名 指摘内容等
是正等

完了

28

7
余剰ｽﾍﾟｰｽへの借受庁舎（金沢港七尾工場）の入居

8
借受解消（九頭竜川ダム統合管理事務所へ移転）

余剰ｽﾍﾟｰｽへの借受庁舎（真名川砂防出張所）の入居

27

1
借受解消（金沢新神田合同庁舎へ移転）

余剰ｽﾍﾟｰｽへの借受庁舎（金沢国税局外部書庫）の入居

9

余剰ｽﾍﾟｰｽへの単独庁舎（港町倉庫の一部）の入居

4

庁舎及び宿舎敷地の効率的な施設配置

借受解消（職員用駐車場）

余剰ｽﾍﾟｰｽへの単独庁舎（小浜税務署）の入居

借受解消（駐車場のうち、利用率の低い部分）

用途廃止（小浜地方合同庁舎（余剰ｽﾍﾟｰｽあり）へ移転）



国有財産実地監査の状況－３

【指摘一覧②（道路・河川等の公共用財産）】 【平成29年9月末現在】

数量(㎡)

1 富山河川国道事務所 （富山県富山市） 北陸地方整備局 用途廃止（職員駐車場等（防災支援施設用地として購入）） ○ 土地 1,273.47 114百万円 －

2 黒部河川事務所 （富山県黒部市） 北陸地方整備局 敷地一部（現況里道）の処理 ○ － － － －

3
一般国道８号
［疋田除雪基地］

（福井県敦賀市） 近畿地方整備局 用途廃止（低利用、道路管理上不要） ○ 土地 548.07 未定 －

1 旧小松出張所 （石川県小松市） 北陸地方整備局 用途廃止（低利用） ○ 土地 713.09 22百万円 －

2
一般国道160号
［下田子北交差点角］

（富山県氷見市） 北陸地方整備局 用途廃止（低利用、道路管理上不要） 土地 600.00 未定 －

3 福井河川国道事務所 （福井県福井市） 近畿地方整備局 職員駐車場（低利用）への災害対策車両車庫設置等の検討 － － － －

1
一般国道８号
［金泉寺交差点緑地］

（富山県富山市） 北陸地方整備局 用途廃止（低利用、道路管理上不要） 土地 440.00 未定 －

2
一般国道41号
［下大久保自動車駐車場］

（富山県富山市） 北陸地方整備局 用途廃止（低利用、道路管理上不要） 土地 660.00 未定 －

3
一般国道８号
［道の駅（ｶﾓﾝﾊﾟｰｸ新湊）］

（富山県射水市） 北陸地方整備局 用途廃止（未利用（地下道設置計画が頓挫）、道路管理上不要） 土地 790.00 未定 －

4
一般国道８号
［上小泉松木緑地］

（富山県滑川市） 北陸地方整備局 用途廃止（低利用、道路管理上不要） ○ 土地 407.38 88万円 －

5
一般国道８号
［大光寺緑地］

（富山県魚津市） 北陸地方整備局 用途廃止（低利用、道路管理上不要） 土地 1,200.00 未定 －

［注］　　　　 は「売却収入」が生じるもの。

用途廃止対象 売却
収入

賃料解消
（年額）

23

24

指摘内容等
是正等

完了

25

年度 № 口座名（所在地） 部局名



【資料３】

説明事項②
（国有財産の有効活用等の状況）

㋺ 庁舎等使用調整の進捗状況



庁舎等使用調整計画と国有財産地方審議会の関係

監査等で把握した国の庁舎の空きスペースに係る省庁横断的な入替調整を実施
⇒ 借受解消による費用の縮減、集約化に伴う売却可能財産の創出、庁舎等の分散解消による行政効率化、など

調整対象面積６００㎡以上

庁舎法第４条に基づく調整
【使用調整】

調整対象面積１５０㎡以上６００㎡未満

国有財産法第１０条に基づく調整
【１０条調整】
※ 600㎡未満の事案であっても、地域の関心が高いと

考えられるものなどの事案については、使用調整の
対象とする。

財務局 必要に応じて地方有識者会議を活用し、
有識者の意見を踏まえた上で調整

財務局 地方有識者会議を活用し、有識者の意
見を踏まえた上で財務局案を作成

⇓
本 省 使用調整計画案を財政制度等審議会に

付議した上で庁舎等使用調整計画を策定

国有財産地方審議会に事後報告

国有財産地方審議会に事後報告

総括権の発揮



庁舎等使用調整の進捗状況－１

１－１．実行中の使用調整計画 

該当なし

【平成29年9月末現在】

１－２．完了済の使用調整計画 ※　面積は約表示

№ 庁舎名 所在 主な入居官署 庁舎建物面積 調整対象面積 調整計画策定時期 調整計画概要 進捗状況

1
金沢

広坂合庁
金沢市

広坂２丁目

国税局
農政局
総合通信局

18,300 ㎡ 770 ㎡ Ｈ20.6
Ｈ28.3
完了

2
金沢

新神田合庁
金沢市

新神田４丁目
財務局
法務局

15,100 ㎡ 830 ㎡ Ｈ20.6
H23.4
完了

3
金沢

駅西合庁
金沢市

西念３丁目

税務署
労働局
保護観

17,200 ㎡
2,550 ㎡

700 ㎡
Ｈ20.6
Ｈ24.9

H27.11
完了

4
富山

地方合庁
富山市

牛島新町
法務局
行政評価

6,500 ㎡ 1,320 ㎡ Ｈ19.6
H21.3
完了

5
富山

丸の内合庁
富山市

丸の内１丁目
財務事務所
税務署

5,200 ㎡ 450 ㎡ Ｈ19.6
H21.3
完了

6
福井

春山合庁
福井市

春山１丁目
税務署
法務局

18,500 ㎡ 2,020 ㎡ Ｈ21.6
H26.3
完了

余剰スペースにおいて、法務局の
増床(駅西出張所の統廃合分)を対
応及び、単独庁舎(財務局分室)を
集約

駅西合庁への一部移転等に係る余
剰スペースにおいて、国税局及び
農政局の狭隘を解消

法務局バックアップセンターの集
約移転等に係る余剰スペースに単
独庁舎(財務事務所、自衛隊協力本
部等)等を集約

労働基準監督署の移転(労働総合庁
舎新築)に係る余剰スペースに借受
庁舎(自衛隊協力本部)を集約

労働局の移転(労働総合庁舎の新
築)に係る余剰スペースに単独庁舎
(農政事務所、電力・ガス事業北陸
支局等)を集約

法務局駅西出張所の統廃合移転に
係る余剰スペースに単独庁舎(国税
局分室等)、広坂合庁の一部(行評
等)を集約



庁舎等使用調整の進捗状況－２
【平成29年9月末現在】

２．１０条調整済事案（前回報告以降） ※　面積は約表示

№ 庁舎名 所在 主な入居官署 庁舎建物面積 調整対象面積 最終調整時期 調整概要 進捗状況

1
金沢

新神田合庁
金沢市

新神田４丁目
財務局
法務局

15,100 ㎡ 270 ㎡ Ｈ28.6
Ｈ32

完了見込み

2
七尾

港湾合庁
七尾市

矢田新町
税関
海上保安部

2,300 ㎡ 110 ㎡ Ｈ28.6
Ｈ30.9

完了見込み

3
敦賀

地方合庁
敦賀市松栄町

法務局
検察

3,100 ㎡ 410 ㎡ Ｈ28.6
Ｈ29.10

完了見込み

4
七尾

地方合庁
七尾市小島町

職安
労基

1,900 ㎡ 40 ㎡ Ｈ28.7
Ｈ28.8
完了

5
穴水

地方合庁
穴水町字川島

労基
自衛隊地域
事務所

1,700 ㎡ 50 ㎡ Ｈ28.7
Ｈ28.8
完了

6
大野公共

職業安定所
大野市城町

職安
検察

1,000 ㎡ 60 ㎡ Ｈ28.8
Ｈ32.3末

完了見込み

7
小松空港
事務所

小松市浮柳町
航空局
気象台

1,800 ㎡ 290 ㎡ Ｈ29.2
Ｈ29.12

完了見込み

8
福井

春山合庁
福井市春山

財務事務所
検察
法務局

18,500 ㎡ 360 ㎡ Ｈ29.2
Ｈ33.3

完了見込み

9
小浜

地方合庁
小浜市後瀬町

法務局
検察
職安

2,600 ㎡ 530 ㎡ Ｈ29.3
Ｈ34.3

完了見込み

10
富山

地方合庁
富山市牛島新町

法務局
行評
農政局

6,500 ㎡ 460 ㎡ Ｈ29.4
Ｈ35.3末

完了見込み

11
富山

丸の内合庁
富山市丸の内

財務事務所
税務署

5,200 ㎡ 510 ㎡ Ｈ29.4
Ｈ34.3末

完了見込み

※「庁舎建物面積」は10条調整の対象となる建物面積。「調整対象面積」は部局等への１０条調整通知面積。
※「№」の網掛けは監査を活用した１０条調整事案。

非効率使用スペースに耐震性能の
ない単独庁舎の一部(農政局石川支
局)と借受書庫(国税局)を集約

余剰スペースに単独庁舎(大野・和
泉、勝山森林事務所)を集約

農政局統計情報センター退去後の
スペースを農政局作業スペースと
して活用

農政局地域センター退去後のス
ペースを農政局作業スペースとし
て活用

農政局地域センター退去後のス
ペースに借受庁舎(地方整備局敦賀
港湾事務所)を集約

植物防疫所退去後のスペースに借
受庁舎(地方整備局七尾港出張所)
を集約

富山財務事務所移転後のスペース
に行政評価事務所及び借受庁舎(東
海北陸厚生局)を集約

富山財務事務所耐震性能不足解消
のため、入れ替え調整（行政評価
事務所を丸の内合庁へ移転）

農政局統計情報センター退去後の
スペースに単独庁舎（小浜税務
署）を集約

エントランスロビー及び監査で把
握した非効率スペースを活用し単
独庁舎（福井森林管理署）を集約

気象台無人化に伴う余剰スペース
に小松市へ移転予定官署(金沢防衛
事務所)を入居



近畿中国森林管理局
福井森林管理署庁舎

福井地区における庁舎の１０条調整

庁舎に未使用部分あり

福井森林管理署の下記の問題点を解消するため、福井春山合同庁舎へ１０条調整を行う。
○コスト安、跡地売却により財政貢献
【耐震改修費 約140百万円 ＞ １０条調整に伴う改修費 約60百万円】
○庁舎の非効率使用解消（約210㎡）

耐震性能なし、老朽化

中心市街地に単独庁舎

非 効 率 使 用 の 解 消 が 必 要

耐震改修等には多額の費用が必要

集約化・跡地利用の検討が必要

課題

福井春山合同庁舎

福井地方検察庁、福井保護観察所、
名古屋入国管理局福井出張所、
福井労働局、自衛隊福井地方協力本部

８Ｆ共用会議室を福井森林管理署
事務室に転用 約290㎡

福井財務事務所、福井地方法務局、
金沢公安調査事務所福井駐在官室、
敦賀税関支署福井出張所、
福井税務署、近畿厚生局福井事務所

１Ｆエントランスロビーを
共用会議室に転用 約230㎡

庁舎の概要

所在地：福井市春山1-1301-2
土地：8,146.37㎡.37㎡
建物：事務所建S-14-2、H7.6築

建1,134.82㎡/延18,386.95㎡

庁舎の概要

所在地：福井市大手2-805
土地：962.28㎡
建物：事務所建RC-3、S46.12築

建245.05㎡/延735.15㎡

災害時にオープンスペース
として活用

効果

別紙１



富山地区における庁舎の１０条調整
耐震性能不足解消のため、富山地方合同庁舎及び富山丸の内合同庁舎について１０条調整を行う。

○コスト安により財政貢献

【耐震改修費 約160百万円＋ （h借受解消35年分）＞ １０条調整に伴う改修費等約80百万円】（移転経費含む）

○東海北陸厚生局富山事務所の借受解消を含め、庁舎の効率的使用を実現

富山地方合同庁舎 耐震Ⅱ類

入居官署名等
調整
面積

耐震
分類

富山財務事務所 約500㎡

富山地方法務局、
北陸農政局富山支局、

電力ガス事業北陸支局、
北陸地方測量部、

原子力規制委員会北陸
分室

φ Ⅲ類

富山行政評価事務所 約300㎡ Ⅲ類

富山丸の内合同庁舎 耐震Ⅲ類

入居官署名等
調整
面積

耐震
分類

富山財務事務所 約500㎡ Ⅱ類

富山税務署 φ Ⅲ類

自衛隊富山地方協力
本部富山分室

φ Ⅲ類

東海北陸厚生局富山事務所 約200㎡

富山行政評価事務所 約300㎡

借受庁舎

入居官署名等
耐震
分類

東海北陸厚生局
富山事務所

Ⅲ類

庁舎の概要

所在地：富山市牛島新町108
土地：6,084㎡
建物：事務所建RC5-1ほか、S47.11築

建1,481㎡/延6,555㎡

耐震性能確保

借受解消

庁舎の概要

所在地：富山市丸の内1-5-3
土地：3,306㎡
建物：事務所建SRC6-1ほか、S61.6築

890㎡/延5,254㎡

庁舎の概要

所在地：富山市桜橋通り6-11
富山フコク生命第2ビル

使用面積：189.15㎡

※富山財務事務所入居のための不足分
約200㎡は、平成27年度監査で把握した
非効率スペース等を活用

別紙２



小浜地区における庁舎の１０条調整

庁舎の概要

所在地：小浜市一番町13号西広浜7-19
土 地：1,337.19㎡
建 物：事務所建RC-2ほか、

S48.2築
建417.28㎡/延721.08㎡

庁舎の概要

所在地：小浜市後瀬町13-21-1
土 地：2,457.32㎡
建 物：事務所建RC-4ほか、

H3.3築
建797.76㎡/延2,612.28㎡

小浜地方合同庁舎

３Ｆ・４Ｆ
・農政局小浜統計・情報

センター退去スペースに
小浜税務署入居

・会議室を３Ｆに集約

福井地方法務局小浜支局、
小浜区検察庁、
小浜公共職業安定所

小浜税務署は老朽化し、狭隘であることから、余剰がある小浜地方合同庁舎への１０条調整を行う。
○小浜地方合同庁舎の非効率使用解消（約530㎡）
○小浜税務署の長寿命化・増築工事不要、跡地売却により財政貢献

平成28年度監査等で

把握した非効率スペー
ス約350㎡や、農政局

小浜統計・情報セン
ターの退去（Ｈ20.4月、
約170㎡）により、約530
㎡の余剰

税務署会議室と共用会議室の
間は可動間仕切りとすることに
より、確定申告等での来庁者
利便向上

小浜地方合同庁舎の効率使用

売 却 可 能 財 産 の 創 出

小 浜 税 務 署 の 狭 隘 解 消

小浜税務署

課題

老 朽 化 、 狭 隘

効果

別紙３



庁舎等使用調整の進捗状況－３

【平成29年9月末現在】

３．今後の１０条調整等予定事案 ※　面積は約表示

№ 庁舎名 所在 主な入居官署 建物延面積 余剰面積

1 魚津地方合庁 魚津市新金屋
税務署
職安
自衛隊地域事務所

4,500 ㎡ 360 ㎡

2 小松空港事務所 小松市浮柳町
空港事務所
気象台

3,600 ㎡ 270 ㎡

3 金沢河川国道事務所 金沢市西念４丁目 （単独） 5,700 ㎡ 460 ㎡

4 富山河川国道事務所 富山市奥田新町 （単独） 6,700 ㎡ 530 ㎡

5 福井河川国道事務所 福井市花堂 （単独） 5,300 ㎡ 320 ㎡

※「余剰面積」は平成１８～１９年度監査における指摘面積であり、１０条調整による移転等が完了した場合は、完了後の面積。

余剰スペースに借受予定官署（植防事務
所）に活用を検討中

余剰スペースに新営事業所（農政局）に
活用を検討中

取組みの概要

余剰スペースの有効活用について検討中

余剰スペースの有効活用について検討中

余剰スペースの有効活用について検討中



【資料４】

説明事項③
（最近の国有財産を取り巻く状況）

㋑ 地域連携の取組み



➢石川県域においても、北國銀行等
と協働して地域ＰＦを立上げ

➢ Ｈ２９年度以降も持続可能な形で
支援

➢ 国・自治体が連携した公的資産マ
ネジメントに係る官民対話の実現

地域が連携し
「公的資産マネ
ジメント及びPPP

等の推進」への
取組みが必要

『PPP/PFI大学校［日本政策投資銀行（以下「政投

銀」）主催］』への参加 （H26.10～現在まで）

➢ PPP等の知識習得
➢ 政投銀、地域銀行等関係機関との連携強化

【背景】 ①人口減少と高齢社会 ②国・地方ともに厳しい財政事情③公的施設の老朽化（維持管理・更新費用の増大）

国

地域金融機関

政投銀その他

民間事業者等

自治体

H27

H28

H26

・政投銀及び地域銀行と連携し、自治体、地域金融
機関、民間事業者等を対象に『PPP/PFI・公的資産
マネジメント・地方創生セミナー』を開催
（H27.6 in石川、H27.8 in富山、H27.9 in福井）

・自治体に対して『大学校』への参加要請（H27.11～）

及び、政投銀の支店等のない能登地域や福井県内
において、『大学校』の分校を開催 （H27.11～H28.3）

➢ 北陸３県の全ての自治体及び地域金融機関の
参加を得て、ネットワークの構築、情報の横展開

エリアマネジメント（国公有財産の最適利用を通じたまちづくりへの支援）を進めていく上で、地域の公的
資産マネジメントに係る連携の枠組み作り

➢ ５年後、１０年後の将来を見据えたエリアマネジメントの取組みに係る基礎・土台の構築

➢ 地域活性化や地方創生への波及が期待

＜とやま地域ＰＦ（4回実施）、主催：富山市、北陸銀行、政投銀、当局＞
＜ふくい地域ＰＦ（3回実施）、主催：福井銀行、政投銀、当局＞
［参画（各回150～250名程度）］

県内の全自治体、全地域金融機関、民間事業者等

［主な取組み］
・具体的な公的資産の活用等を想定したワークショップ

（模擬的な官民対話）
・パネルディスカッション

≪地域プラットフォーム（官民連携・官々連携・広域連携の場）の立上げ≫

≪PPP等に係る知識習得・関係機関との連携強化≫

≪政投銀等との連携を活かしたセミナーの開催等≫

公的資産マネジメントを通じた地域連携の推進の取組み



○ 国有地に隣接する市有地について、坂井市の意向【財務局の売却ノウハウ等を活用した早期売却や

一体的な土地利用を通じたまちづくりの観点などから、一体での入札をお願いしたい】を踏まえ、

一体入札を実施し売却に向けて取り組んだもの。

○ 昨年度実施した開札（Ｈ29.2.28）では、入札が不調（応札者なし）となったが、坂井市とともに、

先着順応募受付を実施した結果、H29.4.5に売買契約の締結に至り、分譲住宅敷地として活用されて

いる。

【売却財産の概要】

➢ 所在地
坂井市三国町楽円38字６番３外２筆【国有地：６番３、市有地：３番１・７】

➢ 敷地（更地）
4,493.96㎡【国有地：1,971.72㎡、市有地：2,522.24㎡】
（一種住居、建／容：60／200％、間口：約50ｍ、奥行：約85ｍ、整形地）

➢ 売払価格
5,120万円【国：234/512、坂井市：278/512】
※ 国・市双方に、増分価値あり

➢ 沿革
国有地 ： 廃止宿舎（旧北陸地方整備局敦賀港楽円宿舎）跡地
市有地 ： 旧市立三国南保育所跡地

➢ その他
売却に要する経費（鑑定評価手数料、など）については、国・市双方で按分負担。

⇒ 負担経費の軽減化

坂井市との一体売却（入札）の取組み

ＪＲ「福井駅」の北方約20㎞、
えちぜん鉄道三国芦原線「三国駅」の
南東方約2.0㎞



【資料５】

説明事項③
（最近の国有財産を取り巻く状況）

㋺ 社会福祉分野における国有地の活用



社会福祉分野における定期借地制度を利用した貸付制度の導入

○ 地域や社会のニーズに対応した国有財産の有効活用を推進する観点から、保育・介護・医療など、人々の安心に
つながる分野で、国有財産の積極的活用を進めています。

○ 具体的には、定期借地制度を利用した下記貸付スキームを導入し、国有財産を有効に活用しています。
①国が地方公共団体に対して国有地を貸し付け、地方公共団体が自主運営するスキーム
②国が地方公共団体に対して国有地を貸し付け、地方公共団体が社会福祉法人等に転貸するスキーム
③国が社会福祉法人及び認定こども園を経営する学校法人に対して直接貸付けを行うスキーム

実施時期 制度の概要

平成22年

8月

○定期借地制度を利用した貸付の導入

社会福祉施設の整備を目的とした地方公共団体

（地方公共団体からの転貸を含む）への貸付け

12月
○定期借地制度を利用した貸付対象施設の拡大

新たな貸付対象施設として医療施設を追加

平成23年 3月
○定期借地制度を利用した貸付けの拡大

社会福祉法人への直接貸付制度を導入

平成24年 1月

○定期借地制度を利用した貸付対象施設の拡大

新たな対象施設として認定こども園を追加

○貸付料の前払い（前納）制度の導入

介護施設用地を定期借地により確保する場合、

前納貸付料の1/2が都道府県等の補助対象となる場合

があるため、貸付料の前払いが可能となるよう制度改正

平成28年 1月

○介護施設整備に係る定期借地制度による減額貸付

初期投資の負担軽減を図り、介護施設整備を促進する

ため、政策的に必要な期間、地域、施設に限り、貸付始

期から10年間、貸付料を５割減額

国

社会福祉施設

医療施設

認定こども園

【貸付対象施設】

社会福祉法人

地方公共団体

医療法人

学校法人

社会福祉施設・
認定こども園を
運営する事業者

社会福祉法人

地方公共団体

社会福祉施設、医療施設、
認定こども園の自主運営

認定こども園を運
営する者に限る

※平成２８年６月２日より、社会福祉分野全般において社会福祉法人等に対し、定期借地契約時の 契約保証金
（賃料１年分）納付を免除

これまでの制度改正
定期借地権を活用した貸付スキーム

※各相手方の色は、定期借地制度

を活用可能な貸付対象施設を表

すもの

転 貸

① ② ③ ③



都市公園内にある無償貸付中の

国有地活用事例（代々木公園）

地域ニーズを踏まえ、保育所等の必要な施設整備のために国有地の有効活用に取り組む必要

○ 都市公園法改正により、都市公園で保育所等

の設置が可能となった。（国家戦略特区特例の

一般措置化）

○ 地方公共団体から要望があれば、都市公園と

して無償貸付中の国有地においても、無償貸付

契約を維持しながら、

利用計画の変更手続

により保育所等の設置

が可能。

ｆ都市公園で保育所等の設置が可能に

○ 北陸財務局は、都市公園を無償貸付

している地方公共団体16団体に対して、

貸付中の公園リストを提示し制度説明

を実施済み。（平成29年8月～9月）

○ 地方公共団体から保育所等の

設置に向けた要望があれば、

北陸財務局にはきめ細かな

対応が求められる。

地方公共団体への情報提供

○ 保育の受け皿を確保し、待機児童解消等の観点から、

財務局は地方公共団体へ適切に対応する必要。

情報を提供した地方公共団体16団体

敦賀市

越前市
鯖江市

福井県
福井市

小松市 野
々
市
市

南
砺
市

高
岡
市

射
水
市

富
山
県

富山市

金
沢
市石川県

白山市

珠洲市

骨太方針2016 （経済財政運営と改革の基本方針2016）

第2章 成長と分配の好循環の実現

1．結婚・出産・子育ての希望、働く希望、学ぶ希望の実現：経済成長の隘路の根本にある構造的な問題への対応

子ども・子育て支援、子供の貧困対策等

保育等の待機児童解消

介護の環境整備等

介護ニーズに応じた機動的な介護サービス基盤整備など

都市公園敷地として無償貸付中の国有地活用に向けた取組み



【資料６】

説明事項③
（最近の国有財産を取り巻く状況）

㋩ 不動産の国庫帰属について



＜相続人不存在の場合の国庫帰属までの手続の流れ＞
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国
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帰

属

民法第959条

民法第958条

民法第952条

○ 所有者のない不動産は、国庫に帰属することとされている。（民法第239条第2項）

※「所有者のない不動産」としては、誰にも管理・登記されていない離島や海底隆起により新たに発生した土地などがある。

①無主の不動産

○ 相続人が不存在の場合、利害関係者からの申立に基づき、裁判所が選任する相続財産管理人が

相続財産を管理し、一定の手続きを経た後、金銭や不動産などの相続財産は国庫に帰属する。

（民法第５編第６章（相続人の不存在））

②相続人の不存在

不動産の国庫帰属について
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平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

（件）（百万円）

（注１）国有財産総合情報システムよりデータを抽出。

（注２）表は全国ベース、北陸局管内は平成２１年度に１件１３百万円の国庫帰属あり。

台帳価格

件数

○ 相続人不存在の場合等において、一定の手続きを経て国庫帰属した不動産については、国有財産

（普通財産）として財務省が管理処分を行うこととなる。

相続人不存在の相続財産（土地）の国庫帰属の状況



141,477 

149,375 149,514 150,049 148,526 

156,419 
160,293 

166,463 
169,300 

172,936 

182,089 189,381 

3,564 3,708 3,700 3,613 3,530 4,102 4,019 3,983 4,130 4,370 4,520 4,525 
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257 249
283

322 338
354

417
470 477 519

577
518

全国

北陸

相続放棄申述
受理件数

相続財産管理
人選任数（相
続人不明分）

相続財産管理
人選任数（相
続人不明分）

相続放棄申述
受理件数

4,000

2,000

500

6,000

（出典）相続放棄申述受理件数、相続財産管理人選任数（相続人不明分）については、最高裁判所「司法統計年報」より引用。

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

相続放棄申述受理件数・相続財産管理人選任数の状況


